
新しい町議会議員12人が
選ばれました
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掲載は、氏名（50 音順）、年齢（令和５年２月６日時点）、
現職・新人、囲み数字は当選回数の順。敬称略。九重町議会議員のご紹介九重町議会議員のご紹介

議会は傍聴できます

　任期満了に伴う九重町議会議員一般選挙の投開票が２月５日に
行われ、12 人の新議員が選出されました。翌２月６日、当選証書
付与式が九重町役場で行われ、選挙管理委員会委員長から当選
証書が手渡されました。
　任期は令和５年２月１６日から令和９年２月１５日までの4年間です。
　なお、２月１６日の臨時議会にて議長に有吉富生議員が、副議長
に増田裕子議員が選出されています。

年 4 回（3 月・6 月・9 月・12 月）開催
される定例議会や、必要に応じて開催さ
れる臨時議会はどなたでも傍聴すること
ができます。
※議会日程は、無線・データ放送、九重町

ホームページにてお知らせします。

当選証書付与式

【投票結果】
当日有権者数 投票者総数 投票率

7,493 人 5,126 人 68.41％

【開票結果】
投票総数 有効投票数 無効投票数 持ち帰り

5,126 票 5,093 票 33票 0票
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議会のやくわり議会のやくわり

議会のあらまし議会のあらまし

議会の組織図議会の組織図

　議会は、町長が期日を決めて招集し、議案を諮
はか
ります。議案は、本会議で審議するものを除き、委員会

で実質的な審査が行われます。これを「委員会に付託する」といい、委員会では付託された議案や請願
などを審査して、その結果を後日委員長が本会議において報告し、報告に対する質疑・討論を行った後に
採決します。

　町民生活に重要な事柄であっても、町の力だけでは解決できないことについては、町議会から国や県等の
関係機関に対して意見書や要望書を提出して積極的な解決を求めます。

　町の行財政の運営や事務処理ないし事業の実施が、すべて適法・適正に、しかも公平・公正に、そして
民主的に行われているかどうかチェックします。また、一般質問を行って政策について建設的な立場で議論
を行います。その他、町の事務について調査を行います。

　町議会は、町政を進めていくうえで具体的対策を最終的に決定します。

常任委員会とは
　常任委員会は、それぞれの担当部門の事務の調査、議案等を詳しく審査する組織です。九重町には
部門ごとに2つの委員会が設置されています。

議会運営委員会とは
　議会運営委員会は、議会を円滑に運営するために設置されています。
　委員会では年 4 回開催される定例議会の開催日程の調整、本会議の進行の確認などを行います。

特別委員会とは
　特別委員会は、議会が必要と認めた場合に設置されます。

議　決

町政のチェック

意見書・要望書の提出

議　会

常任委員会

議会運営委員会

特別委員会

総務建設産業常任委員会

議会広報特別委員会

日出台演習場対策特別委員会

教育民生観光常任委員会

議会DX特別委員会
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